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▲Universal Oneサービス契約約款（第２編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017
号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 

▲Universal Oneサービス契約約款（第２編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017
号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 
 
   第１章 総則 

 
   第１章 総則 

第１条〜第３条 （略） 第１条〜第３条 （略） 
（⽤語の定義） 
第４条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

（⽤語の定義） 
第４条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

 ⽤  語 ⽤   語   の   意   味   ⽤  語 ⽤   語   の   意   味  
 １〜22 （略） （略）   １〜22 （略） （略）  
 23 接続契約者回線 ＩＰ伝送網と相互に接続する電気通信回線（別記６に掲

げるエヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（以下「契約事
業者」とします。）の電気通信サービスに係る契約に基づ
いて設置される電気通信回線（当社が別に定める接続点
を介してＩＰ伝送網と相互に接続するものを除きます。）
をいいます。） 

  23 接続契約者回線 ＩＰ伝送網と相互に接続する電気通信回線（別記６に掲
げる株式会社ＮＴＴドコモ（以下「契約事業者」としま
す。）の電気通信サービスに係る契約に基づいて設置さ
れる電気通信回線（当社が別に定める接続点を介してＩ
Ｐ伝送網と相互に接続するものを除きます。）をいいま
す。） 

 

  （注） （略）    （注） （略）  
 24〜41 （略） （略）   24〜41 （略） （略）  
  
   第２章〜第14章 （略）    第２章〜第14章 （略） 
  
別記 別記 
１〜４ （略） １〜４ （略） 
５ 協定事業者 ５ 協定事業者 
 (1) （略）  (1) （略） 
 (2) 当社が別に定める専⽤等契約（アクセスタイプ１に係るものに限ります。）に係る

もの 
 (2) 当社が別に定める専⽤等契約（アクセスタイプ１に係るものに限ります。）に係る

もの 
 事業者の名称 関係する契約約款の名称   事業者の名称 関係する契約約款の名称  
 （略） （略）   （略） （略）  
 株式会社エネルギア・コミュニケ

ーションズ 
イーサネット通信網サービス契約約款   株式会社エネコム イーサネット通信網サービス契約約款  
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 （略） （略）   （略） （略）  
 沖縄通信ネットワーク株式会社 専⽤サービス契約約款   ＯＴＮｅｔ株式会社 専⽤サービス契約約款  
 （略） （略）   （略） （略）  
  
６ ＩＰ伝送サービスの提供に係る当社の電気通信サービス ６ ＩＰ伝送サービスの提供に係る電気通信サービス 
 事業者の名称 電気通信サービス

の名称 
契約の種類 契約約款の名称   事業者の名称 電気通信サービス

の名称 
契約の種類 契約約款の名称  

 エヌ・ティ・ティレ
ゾナント株式会社 

ＩＰ通信網サービ
ス 

第２種契約 ＩＰ通信網サービ
ス契約約款 

  株式会社ＮＴＴド
コモ 

ＩＰ通信網サービ
ス 

第２種契約 ＩＰ通信網サービ
ス契約約款（ＯＣ
Ｎ） 

 

  
７〜19 （略） ７〜19 （略） 
  
料⾦表 
通則 

料⾦表 
通則 

１〜17 （略） １〜17 （略） 
（ＩＰ伝送サービスの区分等） 
18 当社は、この料⾦表を適⽤するに当たって、次のとおり区分等を定めます。 

(1) ＶＰＮサービス 
 ア （略） 

（ＩＰ伝送サービスの区分等） 
18 当社は、この料⾦表を適⽤するに当たって、次のとおり区分等を定めます。 

(1) ＶＰＮサービス 
 ア （略） 

イ ＶＰＮサービスの品⽬ 
 (ア) アクセスタイプ１に係るもの 
  Ａ （略） 

イ ＶＰＮサービスの品⽬ 
 (ア) アクセスタイプ１に係るもの 
  Ａ （略） 

Ｂ アクセスタイプ１（第１種サービス（加⼊者回線に係るものを除きます。）に
係るものに限ります。）は、次に掲げる接続契約者回線等と接続して提供しま
す。 

Ｂ アクセスタイプ１（第１種サービス（加⼊者回線に係るものを除きます。）に
係るものに限ります。）は、次に掲げる接続契約者回線等と接続して提供しま
す。 

 区     分 内        容   区     分 内        容  
 （略） （略）   （略） （略）  
 備考   備考  
 １ アクセスタイプ１に係る接続契約者回線等の品⽬は、当社⼜は別記５の(1)

及び(2)に掲げる協定事業者の契約約款及び料⾦表に規定するもののうち、次
のとおりとします。 

  １ アクセスタイプ１に係る接続契約者回線等の品⽬は、当社⼜は別記５の(1)
及び(2)に掲げる協定事業者の契約約款及び料⾦表に規定するもののうち、次
のとおりとします。 
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  (1) 他社接続契約者回線に係るもの 
  ア （略） 

   (1) 他社接続契約者回線に係るもの 
  ア （略） 

 

   イ イーサネットアクセス     イ イーサネットアクセス  
  他社接続契約者回線 対応するＶＰＮサービ

ス 
    他社接続契約者回線 対応するＶＰＮサービ

ス 
  

  協定事業者 電気通信サービス     協定事業者 電気通信サービス   
  （略） （略） （略）     （略） （略） （略）   
  株式会社エネ

ルギア・コミ
ュニケーショ
ンズ 

イーサネット通信網サービス
（アクセス回線Ｂ⼜はアクセス
回線Ｃ（0.5Mb/s 及び１Mb/s
から１Mb/s ごとに 10Mb/s ま
での品⽬のものに限ります。）
に係るものに限ります。） 

10Mb/s 品⽬のもの     株式会社エネ
コム 

イーサネット通信網サービス
（アクセス回線Ｂ⼜はアクセス
回線Ｃ（0.5Mb/s 及び１Mb/s
から１Mb/s ごとに 10Mb/s ま
での品⽬のものに限ります。）
に係るものに限ります。） 

10Mb/s 品⽬のもの   

   イーサネット通信網サービス
（アクセス回線Ｂ⼜はアクセス
回線Ｃ（10Mb/s から 10Mb/s
ごとに 100Mb/s までの品⽬の
ものに限ります。）に係るもの
に限ります。） 

100Mb/s 品⽬のもの      イーサネット通信網サービス
（アクセス回線Ｂ⼜はアクセス
回線Ｃ（10Mb/s から 10Mb/s
ごとに 100Mb/s までの品⽬の
ものに限ります。）に係るもの
に限ります。） 

100Mb/s 品⽬のもの   

  （略） （略） （略）     （略） （略） （略）   
  沖縄通信ネッ

トワーク株式
会社 

⾼速イーサネット専⽤サービス
（1Mb/s から 1Mb/s ごとに
5Mb/s まで及び 10Mb/s 品⽬
のものに限ります。） 

10Mb/s 品⽬のもの     ＯＴＮｅｔ株
式会社 

⾼速イーサネット専⽤サービス
（1Mb/s から 1Mb/s ごとに
5Mb/s まで及び 10Mb/s 品⽬
のものに限ります。） 

10Mb/s 品⽬のもの   

   ⾼速イーサネット専⽤サービス
（20Mb/s から 10Mb/s ごとに
50Mb/s まで及び 100Mb/s 品
⽬のものに限ります。） 

100Mb/s 品⽬のもの      ⾼速イーサネット専⽤サービス
（20Mb/s から 10Mb/s ごとに
50Mb/s まで及び 100Mb/s 品
⽬のものに限ります。） 

100Mb/s 品⽬のもの   

  備考 アクセスタイプ１のアクセス速度は、当社が別に定める場合を除き、
他社接続契約者回線の品⽬と同⼀のものとします。 

    備考 アクセスタイプ１のアクセス速度は、当社が別に定める場合を除き、
他社接続契約者回線の品⽬と同⼀のものとします。 
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  （注）この備考に規定する当社が別に定める場合は、他社接続契約者回
線に係る電気通信サービスが株式会社オプテージの⾼速イーサネッ
ト専⽤サービス（1Gb/s 品⽬のものに限ります。）の場合⼜は沖縄
通信ネットワーク株式会社の⾼速イーサネット専⽤サービス
（100Mb/s 品⽬のものに限ります。）の場合であって、アクセスタ
イプ１のアクセス速度を 60Mb/s から 10Mb/s ごとに 90Mb/s まで
のいずれかとするときとします。 

    （注）この備考に規定する当社が別に定める場合は、他社接続契約者回
線に係る電気通信サービスが株式会社オプテージの⾼速イーサネッ
ト専⽤サービス（1Gb/s 品⽬のものに限ります。）の場合⼜はＯＴ
Ｎｅｔ株式会社の⾼速イーサネット専⽤サービス（100Mb/s 品⽬の
ものに限ります。）の場合であって、アクセスタイプ１のアクセス
速度を 60Mb/s から 10Mb/s ごとに 90Mb/s までのいずれかとする
ときとします。 

  

      
 ２〜10 （略）   ２〜10 （略）  

  
  (イ)〜(ウ) （略） 
 ウ （略） 

  (イ)〜(ウ) （略） 
 ウ （略） 

(2) （略） (2) （略） 
19〜20 （略） 19〜20 （略） 
（⾼額利⽤割引） 
21 ⾼額利⽤に係る料⾦の割引の適⽤については次のとおりとします。 

（⾼額利⽤割引） 
21 ⾼額利⽤に係る料⾦の割引の適⽤については次のとおりとします。 

(1)〜(8) （略） (1)〜(8) （略） 
（注）(1)、(2)及び(5)に規定する当社が別に定める他の電気通信サービスは、ＩＰ通信網

サービス契約約款に規定するＩＰ通信網サービス及びエヌ・ティ・ティレゾナント株式
会社のＩＰ通信網サービス契約約款に規定する第２種オープンコンピュータ通信網サー
ビスとします。 

（注）(1)、(2)及び(5)に規定する当社が別に定める他の電気通信サービスは、ＩＰ通信網
サービス契約約款に規定するＩＰ通信網サービス及び株式会社ＮＴＴドコモのＩＰ通信
網サービス契約約款（ＯＣＮ）に規定する第２種オープンコンピュータ通信網サービス
とします。 

22〜27 （略） 22〜27 （略） 
（サービス品質（開通遅延期間）に係る料⾦の扱い） 
28 国際ＶＰＮサービスの開通遅延期間に係る料⾦の扱いについては次のとおりとしま

す。 

（サービス品質（開通遅延期間）に係る料⾦の扱い） 
28 国際ＶＰＮサービスの開通遅延期間に係る料⾦の扱いについては次のとおりとしま

す。 
 (1)〜(5) （略）  (1)〜(5) （略） 
（注１）(1)のアに規定する当社が別に定める協定事業者は、東⽇本電信電話株式会社、⻄

⽇本電信電話株式会社、北海道総合通信網株式会社、株式会社トークネット、ＫＤＤＩ
株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社、株
式会社オプテージ、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、株式会社ＳＴＮｅｔ
及び株式会社QTnet以外の協定事業者とします。 

（注１）(1)のアに規定する当社が別に定める協定事業者は、東⽇本電信電話株式会社、⻄
⽇本電信電話株式会社、北海道総合通信網株式会社、株式会社トークネット、ＫＤＤＩ
株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社、株
式会社オプテージ、株式会社エネコム、株式会社ＳＴＮｅｔ及び株式会社QTnet以外
の協定事業者とします。 
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（注２）(1)のイに規定する当社が別に定める協定事業者は、北海道総合通信網株式会社、
株式会社トークネット、ＫＤＤＩ株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北
陸通信ネットワーク株式会社、株式会社オプテージ、株式会社エネルギア・コミュニケ
ーションズ、株式会社ＳＴＮｅｔ及び株式会社QTnetとします。 

（注２）(1)のイに規定する当社が別に定める協定事業者は、北海道総合通信網株式会社、
株式会社トークネット、ＫＤＤＩ株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北
陸通信ネットワーク株式会社、株式会社オプテージ、株式会社エネコム、株式会社ＳＴ
Ｎｅｔ及び株式会社QTnetとします。 

29〜32 （略） 29〜32 （略） 
  
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本料⾦ 
  １ ＶＰＮ契約に係るもの 
   １－１ （略） 

第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 基本料⾦ 
  １ ＶＰＮ契約に係るもの 
   １－１ （略） 

   １－２ 料⾦額 
    １－２－１ 回線使⽤料 
     １－２－１－１ アクセス回線料 
      １－２－１－１－１ 他社接続契約者回線に係るもの 

   １－２ 料⾦額 
    １－２－１ 回線使⽤料 
     １－２－１－１ アクセス回線料 
      １－２－１－１－１ 他社接続契約者回線に係るもの 

       (1) (2)以外のもの 
        ア （略） 

       (1) (2)以外のもの 
        ア （略） 

イ アクセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）
に係るもの 

 (ア)～(カ) （略） 

イ アクセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）
に係るもの 

 (ア)～(カ) （略） 
(キ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社エネルギア・

コミュニケーションズとなるもの 
１のＶＰＮ契約ごとに（⽉額） 

(キ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社エネコムと
なるもの 

１のＶＰＮ契約ごとに（⽉額） 
 （略）   （略）  
  

(ク)〜(ケ) （略） (ク)〜(ケ) （略） 
(コ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社沖縄通信ネ

ットワークとなるもの 
１のＶＰＮ契約ごとに（⽉額） 

(コ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、ＯＴＮｅｔ株式会社
となるもの 

１のＶＰＮ契約ごとに（⽉額） 
 （略）   （略）  
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       (2) （略） 
      １－２－１－１－２ （略） 
     １－２－１－２〜１－２－１－３ （略） 

       (2) （略） 
      １－２－１－１－２ （略） 
     １－２－１－２〜１－２－１－３ （略） 

    １－２－２〜１－２－５ （略）     １－２－２〜１－２－５ （略） 
 ２ 国際ＶＰＮ契約に係るもの 
   ２－１ （略） 

  ２ 国際ＶＰＮ契約に係るもの 
   ２－１ （略） 

   ２－２ 料⾦額 
    ２－２－１ 回線使⽤料 
     アクセス回線料 
     (1) （略） 

   ２－２ 料⾦額 
    ２－２－１ 回線使⽤料 
     アクセス回線料 
     (1) （略） 

     (2) 加算額 
      ア アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに限ります。）に係るもの 
       (ア) （略） 

     (2) 加算額 
      ア アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに限ります。）に係るもの 
       (ア) （略） 

(イ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、北海道総合通信網株式会
社、ＫＤＤＩ株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北陸通信
ネットワーク株式会社、株式会社オプテージ、株式会社エネルギア・コミ
ュニケーションズ、株式会社ＳＴＮｅｔ⼜は株式会社QTnetとなるもの 

１の国際ＶＰＮ契約ごとに（⽉額） 

(イ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、北海道総合通信網株式会
社、ＫＤＤＩ株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北陸通信
ネットワーク株式会社、株式会社オプテージ、株式会社エネコム、株式会
社ＳＴＮｅｔ⼜は株式会社QTnetとなるもの 

１の国際ＶＰＮ契約ごとに（⽉額） 
 （略）   （略）  
  

(ウ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、沖縄通信ネットワーク株
式会社となるもの 

 Ａ〜Ｂ （略） 

(ウ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、ＯＴＮｅｔ株式会社とな
るもの 

 Ａ〜Ｂ （略） 
      イ （略） 
    ２－２－２ （略） 

      イ （略） 
    ２－２－２ （略） 

  

 


